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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）融点が５０～１２０℃である固形油分を１～３０質量％、（Ｂ）液状油分を５０～
９５質量％、（Ｃ）ＨＬＢ値が５～１３の非イオン性界面活性剤を３～４０質量％、（Ｄ
）体積平均粒子径が１～２００μｍの粉体を０．１～２０質量％、および（Ｅ）煙霧状シ
リカを０．１～１０質量％の割合（化粧料全量中の割合）で含有することを特徴とする油
性固形クレンジング化粧料。
【請求項２】
　（Ｄ）成分が粘土鉱物または炭素末である請求項１記載の油性固形クレンジング化粧料
【請求項３】
　さらに、（Ｅ）成分が比表面積３０ｍ２／ｇ以上の煙霧状シリカである請求項１または
２記載の油性固形クレンジング化粧料。
【請求項４】
　さらに（Ｆ）成分として水を０．１～３質量％含有する請求項１～３のいずれかに記載
の油性固形クレンジング化粧料。  
【請求項５】
　（Ａ）成分が、炭化水素ワックスである請求項１～４のいずれかに記載の油性固形クレ
ンジング化粧料。
【請求項６】
　（Ｃ）成分が、２５℃で液状の非イオン性界面活性剤である請求項１～５のいずれかに
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記載の油性固形クレンジング化粧料。
【請求項７】
（Ｅ）成分が、未処理の煙霧状シリカである請求項１～６のいずれかに記載の油性固形ク
レンジング化粧料。
【請求項８】
　（Ｅ）成分の（Ｄ）成分に対する割合（質量比）が０．０１～１０である請求項１～７
のいずれかに記載の油性固形クレンジング化粧料。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固形の油性クレンジング化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、口紅、ファンデーション、アイシャドウ、マスカラ等のメイクアップ化粧料にお
いて、耐水性および耐油性がともに優れた製品が開発され、化粧持ちが著しく向上してい
る。そのため、メイクアップ化粧料による化粧を落とすに当たっては、メイク（肌上の化
粧膜）とのなじみがよく、角質や皮脂などの汚れを除去する性能（汚れ落ち性）に優れた
油性クレンジング化粧料が用いられている。油性クレンジング化粧料の具体例としては、
クレンジングオイル、ゲル状クレンジング剤、クレンジングクリームなどがあるが、その
うちでも、常温で固形状の油性クレンジング化粧料は、使用時の垂れ落ちがなく、メイク
となじませる際のマッサージがしやすいという特長を有しており、その開発が鋭意進めら
れている。
【０００３】
　特許文献１には、（ａ）融点が３０～６０℃のワックスと、（ｂ）融点が６１～１１０
℃のワックスと、（ｃ）常温で液状の油分と、（ｄ）粉体成分とを配合することにより、
肌の汚れの除去や毛穴に詰まった汚れや黒ずみの除去などの性能に優れたスティック状の
クレンジング化粧料が得られることが開示されている。しかし、特許文献１には、肌の汚
れの除去性能が評価されているに止まり、メイクアップ化粧料によるメイクをクレンジン
グすることについては何も開示していない。また、このクレンジング化粧料を水やぬるま
湯で洗い流すことについても開示がない。
【０００４】
　特許文献２には、高融点の固形油、液状油および非イオン性界面活性剤を併用する油性
固形クレンジング化粧料は、使用時にたれ落ちることがなく、滑らかでソフトな使用感を
有し、汚れとのなじみ易さと洗い流し後のさっぱり感に優れていることが開示されている
。また、特許文献３には、高融点の炭化水素油、エステル油を必須成分として含む液状油
、およびＨＬＢ値が５～１３のノニオン性界面活性剤を含有する固形状油性クレンジング
化粧料は、メイクとのなじみがよく、クレンジング効果に優れ、洗浄後のさっぱり感など
の使用感にも優れていることが開示されている。
【０００５】
　しかしながら、油性固形クレンジング化粧料は、固形油を含む油性剤型であるため洗浄
後のさっぱり感においては未だ満足できるものではなく、また、クレンジング性（メイク
の落としやすさ）についてもさらなる向上が望まれている。
【０００６】
　一方、特許文献４には、エチレンプロピレンコポリマーを固形油分として含み、特定の
エステル油と煙霧状シリカを含有する油性固形化粧料が開示されており、化粧持ちが良好
で、ツヤや使用感に優れていることが開示されている。しかし、その油性固形化粧料はア
イクリーム、口紅、リップグロスなどに用いられるものであって、クレンジング剤として
使用することについてはなにも開示していない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－３０２４２１号公報
【特許文献２】特開２００１－２１３７２６号公報
【特許文献３】特開２０１２－２０６９７４号公報
【特許文献４】特開２００６－６９９３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、このような背景技術の下に完成したものであり、その目的は、油性固形クレ
ンジング化粧料に特有の上記のごとき性能を保持したうえで、さらに優れたクレンジング
性と、洗い流しやすさと洗い流し後のさっぱり感に優れ、且つ、製品の品質が安定した油
性固形クレンジング化粧料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そこで本発明者らは、かかる課題を解決すべく鋭意研究した結果、高融点の固形油分、
液状油、特定のＨＬＢ値を有する非イオン性界面活性剤と共に、粉体および煙霧状シリカ
を特定比率で含有する油性固形クレンジング化粧料が、上記要求を満たすものであること
を見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　かくして本発明によれば、（Ａ）融点が５０～１２０℃である固形油分を１～３０質量
％、（Ｂ）液状油分を５０～９５質量％、（Ｃ）ＨＬＢ値が５～１３の非イオン性界面活
性剤を３～４０質量％、（Ｄ）体積平均粒子径が１～２００μｍの粉体を０．１～２０質
量％、および（Ｅ）煙霧状シリカを０．０１～１０質量％の割合（全化粧料基準）で含有
する油性固形クレンジング化粧料が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の油性固形クレンジング化粧料は、固形であることからクレンジング化粧料のた
れ落ちがなく、クレンジング力およびマッサージ効果が高く、洗い流しやすさと洗い流し
後のさっぱり感に優れ、且つ、品質の安定性に優れている。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（Ａ：固形油分）
　本発明において（Ａ）成分の固形油分は常温（２５℃）で固体の油であり、その融点は
５０～１２０℃、好ましくは５５℃～１０５℃、より好ましくは６０～１００℃である。
固形油分の融点は、医薬部外品原料規格の一般試験法である融点測定法第２法によって測
定することができる。融点が過度に低い場合は、（Ｂ）成分の液状油を均一に固化させる
ことができず、また、油性固形クレンジング化粧料の輸送時や携帯時に振動や衝撃で液状
化したり、保形性が悪く固形の形状を維持することができない。逆に、融点が過度に高い
場合は、組成物が硬くなりクレンジング化粧料として使用する際に指取れが悪くなるとと
もに、溶融させる際に高温での操作が必要になるため（Ｂ）成分および（Ｃ）成分の酸化
劣化を引き起こしやすくなる。
【００１３】
　かかる固形油分としては、具体的には、例えばパラフィンワックス、ポリエチレンワッ
クス、エチレン－プロピレンコポリマー、マイクロクリスタリンワックス、セレシン、オ
ゾケライト、フィッシャートロプシュワックス等の炭化水素系ワックスや、モクロウ、カ
ルナウバワックス、キャンデリラワックス、ライスワックス、ミツロウ（ビーズワックス
）、水添ホホバ油、硬化油、高級アルコール、シリコーンワックス等が挙げられる。
【００１４】
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　これら固形油分の市販品としては、パラフィンワックスである日本精鑞社製のパラフィ
ンワックス１３５、パラフィンワックス１４０、パラフィンワックス１５０、ＨＮＰ－１
１；マイクロクリスタリンワックスである日本精鑞社製のＨＮＰ－９、Ｈｉ－Ｍｉｃ－２
０６５、Ｈｉ－Ｍｉｃ－１０７０、Ｈｉ－Ｍｉｃ－１０８０、Ｈｉ－Ｍｉｃ－１０９０、
ＨＮＰ－０１９０、Ｓｏｎｎｅｂｏｒｎ社製のＭｕｌｔｉｗａｘ　Ｗ－４４５；ポリエチ
レンワックスであるＮＥＷ　ＰＨＡＳＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ社のＰＥＲＦＯＲＭ
ＡＬＥＮＥ　４００、ＰＥＲＦＯＲＭＡＬＥＮＥ　５００、ＰＥＲＦＯＲＭＡＬＥＮＥ　
６５５；合成ワックス（フィッシャートロプシュワックス）であるＣＩＲＥＢＥＬＬＥ社
のＣＩＲＥＢＥＬＬＥ　１０８、ＣＩＲＥＢＥＬＬＥ　３０５；キャンデリラワックスで
あるセラリカＮＯＤＡ社の精製キャンデリラワックスＮＯ．１、キャンデリラＮＣ１６３
０、横関油脂工業社の精製キャンデリラワックスＣＧ－７、精製キャンデリラワックスＳ
Ｒ－３、日本ナチュラルプロダクツ社の精製キャンデリラワックスＣＧ－７、精製キャン
デリラワックスＳＲ－３、日本ナチュラルプロダクツ社の高融点キャンデリラワックスＦ
Ｒ１００等が挙げられる。
【００１５】
　油性固形クレンジング化粧料は、口紅などのメイクアップ化粧料における油性固形化粧
料とは大容量であるという点で大きく異なり、所定の容器に充填する工程において長時間
にわたって組成物を溶融状態に維持することが必要である。そのため、固形油分としては
、加熱時の酸化に対する安定性に優れたワックスが好ましく、具体的には炭化水素ワック
ス、とくにポリエチレンワックスおよびフィッシャートロプシュワックスが好ましく使用
される。
【００１６】
　上記（Ａ）成分は単一の化合物を選択して使用してもよいし、また、二種以上の化合物
を適宜組み合わせて用いることもできる。（Ａ）成分の含有量は、油性固形化粧料全体に
対して１～３０質量％であり、好ましくは２～２０質量％、より好ましくは３～１５質量
％である。（Ａ）成分が過度に少ないと保形性が十分ではなくなるとともに、軟らかすぎ
て、マッサージ効果が低下する。逆に、過度に多い場合には指取れが悪く、また、使用す
る際に伸びが悪くマッサージもしにくくなる。剤型がスティック状の油性固形クレンジン
グ化粧料を製造するに当たっては、（Ａ）成分の配合量を化粧料全体に対し５～３０質量
％にすることが好ましく、それによって特に良好な保形性を得ることができる。
【００１７】
（Ｂ：液状油分）
　本発明の油性固形クレンジング化粧料においては、肌上のメイクとのなじみ易さや、肌
に塗布する際の伸ばし易さの観点から（Ｂ）液状油分が用いられる。ここで「液状油分」
とは、常温（２５℃）で流動性を有する油分および融点５０℃未満の半固形油分を意味し
、沸点が２６０℃未満の揮発性油分も含まれる。
【００１８】
　本発明で用いられる（Ｂ）液状油分は、通常の化粧料に用いられるものであれば特に制
限されず、動物油、植物油、合成油のいずれであってもよい。液状油分の具体例としては
、トリエチルヘキサノイン、リンゴ酸ジイソステアリル、トリイソステアリン酸ジグリセ
リル、デカイソステアリン酸デカグリセリル、ダイマー酸とダイマージオールとのオリゴ
マーエステル、テトライソステアリン酸ペンタエリトリット、テトライソステアリン酸ジ
グリセリル、イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロ
ピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、コレステ
ロール脂肪酸エステル、ホホバ油等のエステル類；　揮発性イソパラフィン、ポリブテン
、ポリイソブチレン、重質流動イソパラフィン、流動パラフィン、α － オレフィンオリ
ゴマー、スクワラン、ワセリン等の炭化水素類；　オリーブ油、ヒマシ油、ミンク油、マ
カデミアンナッツ油等の油脂類；　イソステアリン酸、オレイン酸等の脂肪酸類；　オレ
イルアルコール、イソステアリルアルコール等の高級アルコール類；　低重合度ジメチル
ポリシロキサン、環状シリコーン、高重合度ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポ
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リシロキサン、メチルトリメチコン、カプリリルトリメチコン、架橋型オルガノポリシロ
キサン、フッ素変性ポリシロキサン等のシリコーン油類；　パーフルオロポリエーテル等
のフッ素系油剤類；　ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラノリン
アルコール等のラノリン誘導体類；等が挙げられる。
【００１９】
　（Ｂ）液状油分の含有量は、油性固形化粧料全体に対して５０～９５質量％であること
が必要であり、好ましくは５５～９５質量％、さらに好ましくは６０～９０質量％である
。（Ｂ）成分が過度に少ないとメイクとのなじみが悪くなり、また、伸びが低下してマッ
サージもし難くなる。逆に、（Ｂ）成分が過度に多い場合は、保形性が悪くなりマッサー
ジ効果も低下する。
【００２０】
（Ｃ：界面活性剤）
　本発明においては、（Ｃ）成分としてＨＬＢ値が５～１３の範囲にある非イオン性界面
活性剤が用いられる。ここで「ＨＬＢ値が５～１３の範囲にある非イオン性界面活性剤」
とは、ＨＬＢ値が５～１３の範囲にある１種の非イオン性界面活性剤であるか、その範囲
のＨＬＢ値を有する複数の非イオン性界面活性剤の組合せであるか、またはＨＬＢ値が異
なる２種以上の非イオン性界面活性剤を組み合わせた結果としてその加重平均のＨＬＢ値
が５～１３の範囲になる複数の非イオン性界面活性剤の組合せであることを意味する。
【００２１】
　なお、ＨＬＢとは親水性と親油性のバランスを０～２０までの値で示す指標であり、０
に近づくほど親油性が高く、２０に近づくほど親水性が高いことを示している。ＨＬＢ値
の算出法としては種々の計算法が知られている他、製造元から提供されるカタログなどに
その値が記載されている。本明細書においては、非イオン性界面活性剤のＨＬＢ値は、非
イオン性界面活性剤が市販品である場合には、メーカーカタログ記載のＨＬＢ値を採用し
ており、また、市販品ではない場合には、「界面活性剤便覧」第３０７頁（産業図書株式
会社出版、１９６０年発行）に記載されているグリフィン（Ｇｒｉｆｆｉｎ）の方法（Ｈ
ＬＢ値=２０×親水部の式量の総和／分子量）により算出した数値を採用している。
【００２２】
　非イオン性界面活性剤のＨＬＢ値が５未満の場合は、肌の上でメイクをクレンジング化
粧料になじませた後に水またはぬるま湯で洗い流そうとしても、水とのなじみが悪いため
にきれいに洗い流すことができず、洗い流し後のさっぱり感が得られない。逆に、ＨＬＢ
値が１３を越える場合には、疎水性のメイクをクレンジング化粧料になじませることがで
きず、メイク落ちが不十分となる。なかでも、ＨＬＢ値が６～１１の範囲にあると、メイ
ク落ちおよび洗い流しやすさが良好である。（Ｃ）成分の非イオン性界面活性剤は、固体
状、液状のいずれでもよいが、２５℃で液状の非イオン性界面活性剤を使用するとメイク
落ちおよび洗い流しやすさの点でより優れた性能が得られる。
【００２３】
　（Ｃ）成分として用いるＨＬＢ値が５～１３の非イオン性界面活性剤、および組み合わ
せて用いることによりＨＬＢ値が上記範囲に入る非イオン性界面活性剤の具体例としては
、ステアリン酸ポリグリセリル－４、オレイン酸ポリグリセリル－２、イソステアリン酸
ポリグリセリル－２、ジステアリン酸ポリグリセリル－１０などのポリグリセリン脂肪酸
エステル；　ＰＥＧ－１０水添ヒマシ油、ＰＥＧ－２０水添ヒマシ油などのポリオキシエ
チレン硬化ヒマシ油；　ステアリン酸ＰＥＧ－２、ステアリン酸ＰＥＧ－５などのポリオ
キシエチレン脂肪酸エステル；　セテス－２、オレス－３、ステアレス－６などのポリオ
キシエチレンアルキルエーテル；　ステアリン酸ステアレス－６、イソステアリン酸ラウ
レス－８、ステアリン酸ステアレス－１２などの脂肪酸ポリオキシエチレンアルキルエー
テル；　イソステアリン酸ＰＥＧ－３グリセリル、トリステアリン酸ＰＥＧ－１５グリセ
リル、トリイソステアリン酸ＰＥＧ－５グリセリル、トリイソステアリン酸ＰＥＧ－１０
グリセリル、トリイソステアリン酸ＰＥＧ－２０グリセリル、トリステアリン酸ＰＥＧ－
２０グリセリルなどのポリオキシエチレン脂肪酸グリセリル；　イソステアリン酸ＰＥＧ
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－１５水添ヒマシ油、トリイソステアリン酸ＰＥＧ－２０水添ヒマシ油などの脂肪酸ポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油；などが挙げられる。その他にもソルビタン脂肪酸エステル
、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピ
レンコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーと長鎖アルコール
とのエーテル、ポリブチレングリコールポリグリセリンコポリマーと長鎖アルコールのエ
ーテルなどを挙げることができる。なかでも、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリ
オキシエチレン脂肪酸グリセリル、脂肪酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油および脂肪酸
ポリオキシエチレンアルキルエーテルが、メイク落ちおよび洗い流しやすさの観点から好
ましく用いられる。
【００２４】
　（Ｃ）成分として用いる非イオン性界面活性剤が分子中に脂肪酸残基を有する場合、そ
の脂肪酸残基としては、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、イソステアリン酸
、オレイン酸などのような炭素数１０～２２の高級脂肪酸の残基であることが好ましく、
中でも非イオン性界面活性剤の性状が液状となり、耐酸化安定性に優れる分岐高級脂肪酸
の残基であることが好ましく、特にイソステアリン酸残基が好ましい。
【００２５】
　（Ｃ）成分として用いる液状の非イオン性界面活性剤の市販品としては、例えば、エマ
レックスＲＷＩＳ－３２０（トリイソステアリン酸ＰＥＧ－２０水添ヒマシ油；日本エマ
ルジョン社製；ＨＬＢ　６） 、エマレックスＧＷＩＳ－３０５（ トリイソステアリン酸
ＰＥＧ－５グリセリル；日本エマルジョン社製；ＨＬＢ　３）、ユニオックスＧＴ-２０
ＩＳ（トリイソステアリン酸ＰＥＧ－２０グリセリル；日油社製；ＨＬＢ　１０．４）等
があり、また、２５℃で固体状の市販品としては、例えば、エマレックスＧＷＳ－３２０
（トリステアリン酸ＰＥＧ－２０グリセリル；日本エマルジョン社製；ＨＬＢ８）、エマ
レックスＳＷＳ－１２（ステアリン酸ステアレス－１２；日本エマルジョン社製；ＨＬＢ
８）、エマレックス６０８（ステアレス－８；日本エマルジョン社製；ＨＬＢ　９）等が
ある。
【００２６】
　（Ｃ）成分の使用量は、全組成中に３～４０質量％、好ましくは４～３５質量％、より
好ましくは５～３０質量％、とくに好ましくは７～２５質量％である。この量が過度に少
ない場合はメイク落ちおよび洗い流しやすさが低下し、過度に多い場合は皮膚への刺激が
懸念される。
【００２７】
（Ｄ：粉体）
　本発明においては、上記（Ａ）～（Ｃ）成分に加えて、（Ｄ）成分として粉体が用いら
れる。本発明に用いられる粉体は、体積平均粒子径として１～２００μｍ、好ましくは２
～１００μｍ、より好ましくは５～５０μｍを有するものである。このような平均粒子径
の粉体を適量配合することにより、メイク汚れの吸着やマッサージ時の適度な摩擦の付与
に寄与するとともに、メイク落ち、洗い流し後のさっぱり感およびマッサージ効果の向上
にも寄与する。粉体の体積平均粒子径が過度に小さい場合は、メイク落ちやマッサージの
し易さの改善効果が得られない。逆に、過度に大きい場合は、マッサージ時に刺激を感じ
ることがあり、また、化粧料を製造する際に粉体の沈降が生じ易くなる。そのため粉体の
分散が不均一となって、製品の外観や品質の安定性を損なうことになる。
【００２８】
本発明において、体積平均粒子径は、レーザー回折／散乱粒度分布測定装置（例えば堀場
製作所製ＬＡ－９５０）を用い、且つ、９５容量％のエタノールを溶媒として５分間超音
波分散処理した試料を用いて測定されるものであり、１次粒子径を指すものではない。な
お、超音波分散処理は、超音波洗浄機Ｗ－１１３（本多電子社製）を用いて振動数２８ｋ
Ｈｚで行われる。
【００２９】
　（Ｄ）成分の配合量は、全化粧料に対して０．１～２０質量％、好ましくは０．２～１
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５質量％、さらに好ましくは１～１０質量％である。この範囲で（Ｄ）成分を含むと、メ
イク落ちとマッサージ効果が改善される。
【００３０】
　（Ｄ）成分の粉体は、化粧料に使用可能なものであれば特に限定されるものではなく、
その材質（有機、無機等）、形状（球状、針状、板状等）や粒子構造（多孔質、無孔質等
）の如何を問わずいずれのものも使用できる。なかでも、粉体が多孔質であったり、比表
面積が大きいものはメイク汚れを吸着する性能に優れているので、好ましく用いられる。
【００３１】
　（Ｄ）成分の粉体としては、たとえば、タルク、白雲母、合成雲母、金雲母、合成フッ
素金雲母、セリサイト、ゼオライト、カオリン、ベントナイト、サポナイト、ヘクトライ
ト、天然クレイ、海泥、活性白土等の粘土鉱物；　ケイ酸、無水ケイ酸（シリカ）、ケイ
酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸カルシウム、硫酸バリウム、
炭酸マグネシウム、窒化ホウ素、オキシ塩化ビスマス、アルミナ、酸化ジルコニウム、ヒ
ドロキシアパタイト等の無機酸化物または無期塩；　シリコーン粉末、シリコーン弾性粉
末、ポリウレタン粉末、セルロース粉末、ナイロン粉末、シルク粉末、ＰＭＭＡ粉末、ス
ターチ、ポリエチレン粉末、ラウロイルリシン、金属セッケン、植物粉末（アンズ核粒、
クルミ核粒、グルコマンナン粉体等）等の有機粉体；　活性炭、薬用炭、竹炭等の炭粉体
；およびこれらの複合体や造粒物を例示することができる。
【００３２】
　これらの中でも粘土鉱物または炭粉末を使用すると、メイク落ち、洗い流し後のさっぱ
り感において一段と良好なクレンジング化粧料を得ることができる。粘土鉱物である天然
クレイおよび海泥は、産出地によって組成や色相が必ずしも同一ではないが、いずれもカ
オリン、モンモリロナイト、マイカ等の混合物である。天然クレイや海泥の具体例として
は、モロッコ溶岩クレイ、タナクラクレイ、パラオ白泥、ブラジル産のＳｐａｒｃｌａｙ
（商品名）およびＴｅｒｓｉｌ（商品名）、フランス産のＣｌａｒｇｉｌｅ（商品名）等
が挙げられる。
【００３３】
　本発明においては、さらに（Ｅ）成分として煙霧状シリカを含有する。固形油分を含む
配合物でクレンジング化粧料を製造するには、均一に混合された溶融状態にある配合物を
所定の容器に充填した後、冷却して固化する工程が必要である。（Ｄ）成分の粉体を含む
配合物の場合、容器に充填された配合物が速やかに固化すれば粉体の分散状態を均一に保
つことができる。たとえば、口紅のようなメイクアップ化粧料は、一般的に製品の重量が
数グラムであるため充填から固化までが極めて短時間であり、配合物中に含まれている紛
体の分散性が損なわれるリスクは少ない。しかし、クレンジング化粧料の場合は、製品当
たりの重量が１００グラム程度またはそれを超えるものが一般的であるため、配合物を充
填した容器を外側から冷風等で冷却しても固化までの所要時間が長く、その間に粉体成分
の沈降を起こすことがある。粉体成分が沈降すると、粉体成分の分散が不均一になり、化
粧料の上下方向に粉体成分の含有率の偏りが発生する。その結果として、化粧料の外観が
損なわれるとともに、品質の安定性も損なわれることになる。
【００３４】
　（Ｅ）成分の配合量は、全化粧料に対して０．０１～１０質量％、好ましくは０．１～
５質量％、さらに好ましくは０．２～３質量％である。また、（Ｄ）成分に対する（Ｅ）
成分の割合（Ｅ／Ｄ）は、０．０１～１０であることが好ましく、より好ましくは０．０
５～５である。（Ｅ）成分の配合量が上記の範囲であると、化粧材中に含まれる（Ｄ）成
分の分散状態が向上し、クレンジング化粧料の製造工程において配合物を溶融充填する際
に（Ｄ）成分の沈降を効果的に抑制することができる。
【００３５】
（Ｅ）成分の煙霧状シリカはフュームドシリカとも称される微細な非晶質のシリカであり
、外観はふわふわとした軽い白色の粉末である。煙霧状シリカは、例えば、四塩化ケイ素
のような原料を酸水素炎中で高温加水分解して得ることができる。煙霧状シリカの比表面



(8) JP 6758663 B2 2020.9.23

10

20

30

40

50

積は、好ましくは３０ｍ２／ｇ以上であり、さらに好ましくは５０～４００ｍ２／ｇであ
り、とくに好ましくは、１００～４００ｍ２／ｇである。比表面積が過度に小さい場合は
、クレンジング化粧料の製造工程において配合物を溶融充填する際に（Ｄ）成分の沈降を
効果的に抑制することができない。
【００３６】
　また、これらの煙霧状シリカの一次粒子径は５０ｎｍ以下が好ましく、２０ｎｍ以下が
特に好ましい。一次粒子径は、電子顕微鏡写真により測定した３，０００～５，０００個
の粒子の平均値として求めることができる。（Ｅ）成分は親水性を示す未処理の煙霧状シ
リカであっても、疎水化処理を施した煙霧状シリカであってもよい。疎水化処理の具体例
としてはジメチルジクロロシラン処理、トリメチルシリルクロライドやヘキサメチルジシ
ラザンによるトリメチルシロキシ処理、オクチルシラン化処理、ジメチルシリコーンオイ
ル処理、メチルハイドロジェンポリシロキサンを用いたコーティング焼付け処理、金属石
鹸によるコーティング等が挙げられる。これらの煙霧状シリカのなかでも、洗い流しやす
さの観点から未処理のものが好ましく用いられる。
【００３７】
 （Ｅ）成分の市販品としては、未処理の煙霧状シリカとしてＡＥＲＯＳＩＬ　５０、Ａ
ＥＲＯＳＩＬ　１３０、ＡＥＲＯＳＩＬ　２００、ＡＥＲＯＳＩＬ　２００Ｖ、ＡＥＲＯ
ＳＩＬ　２００ＣＦ、ＡＥＲＯＳＩＬ　２００ＦＡＤ、ＡＥＲＯＳＩＬ　３００、ＡＥＲ
ＯＳＩＬ　３００ＣＦ、ＡＥＲＯＳＩＬ　３８０、ＡＥＲＯＳＩＬ　３８０Ｓ（以上、日
本アエロジル社製）等；疎水化処理したものとして、ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７２、ＡＥＲ
ＯＳＩＬ　Ｒ９７２Ｖ、ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７２ＣＦ、ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７４、Ａ
ＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７６Ｓ、ＡＥＲＯＳＩＬ　ＲＸ２００、ＡＥＲＯＳＩＬ　ＲＸ３００
、ＡＥＲＯＳＩＬ　ＲＹ２００、ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ２０２、ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ８０５
、ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ８１２、ＡＥＲＯＳＩＬ　ＲＡ２００Ｈ（以上、日本アエロジル社
製）、ＣＡＢ－Ｏ－ＳＩＬ　ＴＳ５３０（キャボット社製）等が挙げられる。
【００３８】
　本発明の油性固形クレンジング化粧料においては、（Ｆ）成分として少量の水を含んで
いてもよい。水の含有量は化粧料全体の５質量％以下であることが好ましく、その範囲で
あれば（Ｃ）成分の非イオン性界面活性剤と水とが可溶化状態、すなわち、分散媒として
油性成分が存在し、（Ｃ）成分と水が逆ミセルとなった状態を形成する。その結果、（Ｃ
）成分の非イオン性界面活性剤が（Ａ）成分および（Ｂ）成分で形成する油剤に溶解し易
くなり、長期間の保存においても（Ｃ）成分の分離や析出が起こらず、保存安定性が向上
する。とくに、水の含有量が０．１～３質量％のときに、その効果は顕著である。
【００３９】
　本発明の油性固形クレンジング化粧料は、通常の化粧料に用いられる成分、例えば、（
Ｄ）成分以外の粉体、染料、油性ゲル化剤、油溶性樹脂、多価アルコール類、低級アルコ
ール、紫外線吸収剤、紫外線散乱剤、保湿剤、香料、酸化防止剤、防腐剤、消泡剤、各種
エキス等の添加剤を本発明の効果を損なわない範囲で含有することができる。
【００４０】
　本発明の油性固形クレンジング化粧料は、常温（２５℃）、常圧（１気圧）で流動性を
示さないものであり、その形状はとくに限定されない。形状の具体例としては、スティッ
ク状、棒状、板状、容器への流し込み成形したものなどが挙げられる。これら各種のクレ
ンジング化粧料は、常法にしたがって調製することができる。たとえば、全原料を融点以
上に加熱し、均一に混合した後、溶融状態のままジャー容器などの所定の容器や金皿また
は樹脂皿などに流し込み、冷却または放冷し、油性固形クレンジング化粧料とすることが
できる。また、スティック容器に充填してスティック状とすることができる。
【００４１】
　本発明の油性固形クレンジング化粧料は、メイク落としの機能に加えて、マッサージ化
粧料に求められる特性、すなわち、適度な粘性と滑り性および滑り性の持続性を備えてい
る。そのため、本発明の油性固形クレンジング化粧料とは別に、マッサージ化粧料として
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も使用することができる。本発明の油性固形クレンジング化粧料を使用するに際しては、
メイクに化粧料をなじませた後、水またはぬるま湯で洗い流すことによってメイクを除去
することができる。そのため、従来の油性固形クレンジング化粧料を使用する際には、使
用後に必要と考えられていたセッケンなどの洗顔料による洗顔操作を省くことが可能であ
る。もちろん、メイクをしていない皮膚に蓄積した皮脂などの汚れを除去するクレンジン
グ剤として使用することもできる。
【実施例】
【００４２】
　以下に実施例および比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれ
らの実施例によって限定されるものではない。なお、以下の記載における処方中の配合量
は、特に断りのない限り全量に対する質量％である。
　また、以下の実施例および比較例における本発明の油性固形クレンジング化粧料の評価
方法は、以下のとおりである。
【００４３】
（メイク落ちの良さ、洗い流しやすさ、洗い流し後のさっぱり感）
　化粧経験のある女性評価パネル１０名が市販のパウダーファンデーション（セザンヌ化
粧品社製、セザンヌ ＵＶファンデーションＥＸ プラス）を肌に塗布した後、評価用のサ
ンプルでクレンジングを行い、各項目について下記（１）に示す評価基準に基づき１～５
点の５段階で評点を付けた。評価者１０名の評点の平均値を算出し、下記（２）に示す４
段階判定基準によりクレンジング化粧料としての性能を判定した。
【００４４】
（１）評価基準
　５点：良い
　４点：やや良い
　３点：どちらとも言えない
　２点：やや悪い
　１点：悪い
【００４５】
（２）４段階判定基準
　◎：平均点が４～５点
　○：平均点が３点以上、４点未満
　△：平均点が２点以上、３点未満
　×：平均点が２点未満
【００４６】
（粉体の沈降の状態、色別れの状態）
　評価用のサンプル１５０ｇを８０℃で溶解し、７０℃の温度になったところで、内容量
２５０ｍＬの紙コップに流し込み、室温（２５℃）で１時間放冷固化後、内容物を紙コッ
プごとカッターナイフで垂直に切断し、その断面を観察し、粉体の沈降状態、および異な
る色調の粉体を併用した場合には色別れの有無について、下記の評価基準にしたがって評
価した。
【００４７】
（粉体の沈降状態の評価基準）
　◎：粉体が均一に分散しており沈降がみられない。
　○：断面の上から１／５以上の層で粉体が少ない部分がある。
　△：断面の上から１／５以上の層では粉体が観察されない。
　×：断面の上から１／３以上の層では粉体が観察されない。
【００４８】
（色別れの状態の評価基準）
　◎：全面にわたって色調が同じであり、色別れが観察されない。
　○：断面の上から１／５以上の層でやや色調が異なる部分が観察される。
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　△：断面の上から１／５以上の層では色調が異なる部分が観察される。
　×：断面の上から１／３以上の層では色調が異なる部分が観察される。
【００４９】
実施例１～２および比較例１～３
（油性固形クレンジング化粧料）
　表１に示す処方の油性固形クレンジング化粧料を下記の製造手順に従って調製した。こ
れらの処方においては、（Ｃ）成分としてＨＬＢ値が異なる２種の非イオン性界面活性剤
を組み合わせて使用しており、その組み合わせの加重平均によるＨＬＢ値は８．６であっ
た。得られた油性固形クレンジング化粧料について、メイク落ちの良さ、洗い流しやすさ
、洗い流し後のさっぱり感、粉体の沈降の状態および色別れの状態を上記の方法により評
価した。評価結果は表１に示すとおりである。
【００５０】
（製造手順)
（１）表１に示す１～７の成分を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
（２）上記（１）で調製した混合液に、８～１３の成分を添加し、９０℃で均一に混合す
る。
（３）上記（２）で調製した混合液を、溶融状態のまま７０℃でジャー容器に充填した後
、放冷して油性固形クレンジング化粧料とする。
【００５１】
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【表１】

【００５２】
※１：商品名　ＰＥＲＦＯＲＭＡＬＥＮＥ５００（ニューフェーズテクノロジー社）
※２：商品名　ユニオックスＧＴ２０－ＩＳ（日油社）
※３：商品名　エマレックスＧＷＩＳ－３０５（日本エマルジョン社）
※４：商品名　レオパールＫＬ２（千葉製粉社製）
※５：商品名　ガッスールＭ（ガッスール ジャパン・ジャミーラ社製、色調：暗緑色、
体積平均粒子径：２０μｍ）
※６：商品名　カオリンＪＰ－１００（竹原化学工業社製、色調：白色、体積平均粒子径
：１１μｍ）
※７：商品名　ＡＥＲＯＳＩＬ　２００（日本アエロジル社製）
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※８：商品名　ＡＥＲＯＳＩＬ　ＲＹ２００（日本アエロジル社製）
【００５３】
　表１の結果から、本発明の油性固形クレンジング化粧料は、メイク落ちの良さ、洗い流
しやすさ、洗い流し後のさっぱり感といったクレンジング化粧料としての性能に優れると
ともに、粉体の沈降および色別れがないことから品質的に優れるものであることがわかっ
た（実施例１および２）。とくに、（Ｅ）成分の煙霧状シリカとして親水性の未処理のシ
リカを配合した化粧料は、洗い流しやすさと洗い流し後のさっぱり感が一段と良好であっ
た。これに対し、（Ｄ）成分の粉体を含まない場合は、メイク落ち、さっぱり感の性能が
不足し（比較例１）、（Ｅ）成分の煙霧状シリカを含まない場合は、粉体の沈降が顕著で
均一な製品とすることができなかった（比較例２）。また、煙霧状シリカの代わりに油相
用の増粘剤として公知のパルミチン酸デキストリンを用いる場合には、粉体の沈降防止が
不十分であり、洗い流しやすさ、さっぱり感にも劣るものであった（比較例３）。
【００５４】
実施例３～５
（油性固形クレンジング化粧料）
　表２に示す処方の油性固形クレンジング化粧料を下記の製造手順に従って調製し、メイ
ク落ちの良さ、洗い流しやすさ、洗い流し後のさっぱり感、粉体の沈降の状態、色別れの
状態について上記の方法により評価を行った。評価結果は表２に示すとおりである。
【００５５】
（製造手順)
（１）表２に示す１～６の成分を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
（２）上記（１）で調製した混合液に、７～１２の成分を添加し、９０℃で均一に混合す
る。
（３）上記（２）で調製した混合液を、溶融状態のまま７０℃でジャー容器に充填した後
、放冷して油性固形クレンジング化粧料とする。
【００５６】
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【表２】

【００５７】
※９：商品名　ＳＰＡＲＣＬＡＹ　ＳＤＲ（色調；ダークレッド、Ｔｅｒｒａｍａｔｔｅ
ｒ社製、体積平均粒子径：１６μｍ）
※１０：商品名　ＳＰＡＲＣＬＡＹ　ＳＧ（色調；緑色、Ｔｅｒｒａｍａｔｔｅｒ社製、
体積平均粒子径：７μｍ）
【００５８】
　表２の結果から、（Ｄ）成分の配合量や種類を変えても、メイク落ちの良さ、洗い流し
やすさ、洗い流し後のさっぱり感といったクレンジング化粧料としての性能に優れるとと
もに、粉体の沈降がなく品質的に優れるものであることがわかった。また、（Ｄ）成分と
して色調の鮮やかな天然クレイを組み合わせて使用する場合でも、色別れのない商品価値
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の高い油性固形クレンジング化粧料が得られることがわかる（実施例４および５）。
【００５９】
実施例６
（スティック状油性固形クレンジング化粧料）
　表３に示す処方の油性固形クレンジング化粧料を下記の製造手順に従って調製し、メイ
ク落ちの良さ、洗い流しやすさ、洗い流し後のさっぱり感、粉体の沈降の状態、色別れの
状態について上記の方法により評価を行った。評価結果は表３に示すとおりである。
【００６０】
（製造手順)
（１）表３に示す１～６の成分を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
（２）上記（１）で調製した混合液に、７～１０の成分を添加し、９０℃で均一に混合す
る。
（３）上記（２）で調製した混合液を、溶融状態のまま７０℃でスティック容器に充填し
た後、放冷してスティック状油性固形クレンジング化粧料とする。
【００６１】
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【表３】

【００６２】
※１１：商品名　日本薬局方薬用炭（色調：黒色、日医工社製、体積平均粒子径：３９μ
ｍ）
※１２：商品名　ＡＥＲＯＳＩＬ　３００（日本アエロジル社製）
【００６３】
 　表３の結果から、実施例６の油性固形クレンジング化粧料は、クレンジング性能に優
れるとともに、吸着効果に優れる黒色の薬用炭を使用しても均一な外観のスティック状油
性固形クレンジング化粧料が得られることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
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　本発明によれば、クレンジング性能に優れるとともに、洗い流しやすさと洗い流し後の
さっぱり感に優れ、且つ、製品の外観および組成の均一性などの品質の安定性に優れた油
性固形クレンジング化粧料が提供される。
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